
【例】 同一月に同一病院で組合員本人の総医療費が１，０００，０００円（点数が１００，０００点の場

合）かかり，窓口の自己負担額が３００，０００円のとき
 

 ※組合員の家族（被扶養者）が受診した場合は「一部負担金払戻金」を「家族療養費附加金」と読み替える。
 

 
○ 標準報酬の月額が２８万円以上５３万円未満の方の場合 

 
附加給付「一部負担金払戻金」の適用 
高額療養費算定基準額 

 

８７，４３０円 

- 

附加給付（一部負担金払戻金） 

 

６２，４００円 

＝ 

最終的な自己負担額 

 

２５，０３０円 

 
 
○ 標準報酬の月額が５３万円以上８３万円未満の方の場合 

 
附加給付「一部負担金払戻金」の適用 
高額療養費算定基準額 

 

１７１，８２０円 

- 

附加給付（一部負担金払戻金） 

 

１２１，８００円 

＝ 

最終的な自己負担額 

 

５０，０２０円 

 
 
○ 標準報酬の月額が８３万円以上の方の場合 

 
附加給付「一部負担金払戻金」の適用 
高額療養費算定基準額 

 

２５４，１８０円 

- 

附加給付（一部負担金払戻金） 

 

２０４，１００円 

＝ 

最終的な自己負担額 

 

５０，０８０円 

 

附加給付
６２，４００円

２５，０３０円

３割を自己負担　３００，０００円

高額療養費支給額
３００，０００円－８７，４３０円
＝２１２，５７０円

療養の給付（７割）
７００，０００円

高額療養費算定基準額
８７，４３０円

附加給付
１２１，８００

円
５０，０２０円

療養の給付（７割）
７００，０００円

３割を自己負担　３００，０００円

高額療養費支給額
３００，０００円－１７１，８２０円
＝１２８，１８０円

高額療養費算定基準額
１７１，８２０円

附加給付
２０４，１００

円
５０，０８０円

療養の給付（７割）
７００，０００円

３割を自己負担　３００，０００円

高額療養費支給額
３００，０００円－２５４，１８０円
＝４５，８２０円

高額療養費算定基準額
２５４，１８０円

  


